
交通キャッシュレス決済データ等分析評価検証業務委託 

契約候補者選定に係る募集要領 

 

１ 趣旨 

  本実施要領は、「ぐるっとまつもとバス」におけるキャッシュレス利用により取

得するデータ等を用いた路線バス評価検証業務契約候補者を、公募型プロポーザル

方式により選定するために必要な事項を定めるものです。 

 

２ 業務の概要 

 ⑴ 名称 

   交通キャッシュレス決済データ等分析評価検証業務委託 

 ⑵ 納入期限 

   令和９年３月３１日まで（初年度） ※ 以降１２年度まで毎年度末 

 ⑶ 契約上限額（年度支払い上限額） 

  ア 令和８年度  ６，０５０千円（税込） 

  イ   ９年度 １１，３３０千円（税込） 

  ウ  １０年度  ５，２８０千円（税込） 

  エ  １１年度  ５，２８０千円（税込） 

  オ  １２年度  ５，２８０千円（税込） 

     ５か年計 ３３，２２０千円（税込） 

   ※ 令和８年度から１２年度までの長期継続契約を想定している。 

 ⑷ 業務の内容 

   別紙「交通キャッシュレス決済データ等分析評価検証業務仕様書」（以下「仕様

書」という。）のとおり。 

 

３ スケジュール 

  令和８年４月 １日（水） 公告 

         ８日（水） 質問提出期限 

        １５日（水） 質問回答期限 

        ２１日（火） 参加申請書等提出期限 

      ５月１９日（火） 技術提案書等提出期限 

        ２５日（月） 第１次審査（書類審査） 

               ※ 本プロポーザル参加事業者（以下「参加事業者」

という。）が５者以上の場合、第１次審査を実施す

る。 

      ６月 ３日（水） 第２次審査（プレゼンテーション及びヒアリング審

査） 

         後日    結果通知 



 

４ 参加資格 

  以下の資格を全て満たすこと。 

 ⑴ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項又は松本

市財務規則（昭和３年規則第１０号）第１０４条第１項の規定により入札に参加

することができないとされた者でないこと。 

 ⑵ 公告の日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく会社更

生手続開始の申立て又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生

手続開始の申立てをしている者ではないこと。 

 ⑶ 松本市暴力団排除条例（平成２４年条例第３号）第２条第２号に規定する暴力

団員又は同条例第６号第１項に規定する暴力団関係者ではないこと。 

 ⑷ 国及び他の地方公共団体において指名停止措置を受けていないこと。 

 ⑸ 松本市の入札参加資格を有していない場合は、国税及び地方税に滞納がなく、

社会保険等に加入していること。 

 ⑹ 本プロポーザル参加事業者（以下「参加事業者」という。）又は、参加事業者の

関係会社（親会社・子会社・関連会社）が過去１０年間に国及び地方公共団体発

注の公共交通に関するデータ評価分析業務等、類似業務の受託実績があること。 

 ⑺ ＩＳＭＳ、プライバシーマーク及びＪＡＰＨＩＣのいずれかを取得しているこ

と。 

 

５ 選定方法 

 ⑴ 選定委員会 

   契約候補者の選定に関する審査は、松本市が設置する契約候補者選定委員会が

行う。 

⑵ 第１次審査（書類審査） 

ア 開催日 

令和８年５月２５日（月）参加事業者が５者以上の場合に実施する。 

イ 実施方法等 

提出された技術提案書で書類審査を行い、プレゼンテーション及びヒアリン

グ審査参加者を４者選考する。結果については、参加事業者全員に通知する。 

 ⑶ 第２次審査（プレゼンテーション及びヒアリング審査の実施） 

ア 開催日 

令和８年６月３日（水） 

詳細については、別途通知する。 

イ 実施方法等 

・参加事業者が提案書の内容について説明を行い、その後に審査員が質問を

行う。 

・プレゼンテーション及びヒアリング審査時間の目安は、４５分とする。な



お、プレゼンテーションは、３０分以内とする。 

・プレゼンテーション時間を超過した場合や提案に関係の無い説明が行われ

た場合は、プレゼンテーションの打切りや中止を行う場合がある。 

・プレゼンテーションは、「提案書（任意様式）」を投影し行う。 

・プレゼンテーション及びヒアリング審査時における資料の追加は認めない。 

 ⑷ 審査基準 

   別紙「契約候補者選定基準」のとおり 

 ⑸ 評価方法 

   参加事業者から提出された提案書、プレゼンテーション資料及びヒアリングの

内容について、⑷に示す審査基準に基づいて評価し、順位を決定する。このうち、

第１順位の提案を行った参加事業者を契約候補者として選定する。ただし、得点

の合計が最大となる者が２者以上となった場合には選定委員会において協議の

うえ、技術評価の高いものを契約候補者として選定する。 

   また、選定委員会が本業務を実施しうる能力に満たないと判断した場合、契約

候補者を選定しないことがある。 

   なお、参加事業者が１者の場合は、採点の結果、技術評価点の６割を超える場

合、適切に業務を遂行できるか総合的に判断し、選定することとする。 

 ⑹ 評価基準点 

  ア 技術評価点の満点に対する６割を基準点とします。 

  イ 技術評価点と価格評価点の合計点で順位を決定します。 

  ウ 順位が最上位のものを候補者として選定することとし、技術評価点が評価基

準点を下回った者については、候補者として選定しません。 

 ⑺ 選定結果の通知 

  ア 選定結果は、翌日以降参加事業者へ通知する。 

  イ 結果について、意義の申し立ては一切認めない。 

 ⑻ 提案の再募集 

   技術評価審査の時点で全参加者が不採用となった場合には、参加表明又は指名

した業者を対象に再提案を求めることとする。 

 

６ 応募書類の提出等 

 ⑴ 本審査に関する質問 

  ア 質問締切日 

    令和８年４月８日（水）１７時まで（必着） 

  イ 提出書類 

    質問書（様式第１号） 

  ウ 提出方法 

    電子メールにより提出し、担当者が受信したことを電話で確認する。 

  エ 提出先 



    松本市交通部交通ネットワーク課（担当：三井） 

    メール  koutsu-nw@city.matsumoto.lg.jp 

  オ 回答 

    令和８年４月１５日（水）までに、市ホームページに掲載する。 

  カ 留意事項 

   ・軽微な確認事項を除き、電話等による質問は受け付けない。 

   ・回答は、募集要領と一体のものとして、要領と同等の効力を有するものとす

る。 

 ⑵ 参加申請書等の提出 

  ア 提出締切日 

    令和８年４月２１日（火）１７時（必着） 

  イ 提出書類 

   ・参加申請書（様式第２号） １部 

   ・実施体制書（様式第３号） １部 

   ・会社経歴書（任意様式）  １部 

   ・登記事項証明書（直近３カ月以内のもの。履歴事項全部証明書又は現在事項

全部証明書）１部（写し可） 

   ・印鑑証明書１部（直近３カ月以内のもの。写し可） 

   ・貸借対照表、損益計算書（直近１年分）１部（写し可） 

   ・納税証明書（直近３カ月以内のもの。申請者（本社）のみ。）１部（写し可） 

    国税：法人税と消費税及び地方消費税に未納の税額がないことの証明 

    市税：松本市に納税義務のある場合、滞納がないことの証明 

   ・社会保険等の加入を証する書類１部（写し可） 

   ・参加事業者又は、参加事業者の関係会社（親会社・子会社・関連会社）が過

去１０年間に国及び地方公共団体発注の公共交通に関するデータ評価分析

業務等、類似業務の受託実績があることを証する書類１部（写し可） 

   ・ＩＳＭＳ、プライバシーマーク及びＪＡＰＨＩＣのいずれかを取得している

ことを証する書類１部（写し可） 

  ウ 提出先 

    松本市交通部交通ネットワーク課（担当：三井） 

    〒390-8620 松本市丸の内３番７号 

    電話 0263-34-3286（直通） 

  エ 提出方法 

    提出先に郵送又は持参により提出する。 

 ⑶ 提案書の提出 

ア 提出締切日 

    令和８年５月１９日（火）１７時（必着） 

イ 提出書類等 
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   ・提案書（任意様式）正本１部、コピー６部の合計７部及び電子データ 

   ・見積書（任意様式） 

    令和８年度分及び令和９年度から１２年度分 各１部及び電子データ 

    ※  令和９年度以降は各年度の内訳を含む。 

  ウ 提出先 

    松本市交通部交通ネットワーク課（担当：三井） 

    〒390-8620 松本市丸の内３番７号 

    電話 0263-34-3286（直通） 

  エ 提出方法 

    提出先に郵送又は持参により提出する。 

 

７ 提案書の内容 

 ⑴ 実施方針 

   本業務の実施方針、案、プロセス案及び留意すべき事項について記載すること。 

 ⑵ 業務の実施方法及び主要論点 

   仕様書に記載の事項に基づき、実施方法、実施提案、本業務の目的に照らし特

に必要と考える主要論点について記載すること。 

 ⑶ 業務スケジュール 

   業務のスケジュールを記載すること。 

 ⑷ 業務実施体制 

   提出した実施体制書（様式３号）を基に、本業務の実施体制を記載すること。 

 ⑸ データ分析業務に関する実績、精通度 

   提案を行う法人及び担当者において、データ分析業務に関する実績や精通度を

示す事項を記載すること。 

 

８ 留意事項 

 ⑴ 応募に関する留意事項 

  ア 応募書類の取扱い 

   ・応募者の提案は１件に限る。 

   ・応募書類は理由の如何を問わず、返却しない。 

   ・参加事業者名は、契約締結後公開できるものとする。また応募書類は原則非

公開とする。 

   ・提出期限後において、提出された書類の内容を変更することはできない。 

   ・本市が必要と認める場合、追加書類の提出を求めることがある。 

   ・本市が必要と認める場合、応募書類の提出後に、参加事業者に問い合わせる

ことがある。 

  イ 費用負担 

    応募に関して必要となる費用は、応募者の負担とする。 



  ウ 応募書類等の著作権 

    応募書類等の著作権は応募者に帰属する。 

    ただし、本市は、契約候補者の決定の公表等必要な場合、応募書類の内容を

無償で使用することができるものとする。 

  エ 本市が提供する資料は、応募に係る検討以外の目的で使用することを禁ずる。 

 ⑵ 応募書類作成に係る留意事項 

  ア 共通事項 

   ・原則としてＡ４（縦横は問わない） 

   ・文字サイズは、１１ポイント以上を基本とする。 

   ・応募書類作成の際に使用する言語は、日本語、通貨は日本円、単位は日本の

標準時及び計量法によるものとする。 

  イ 見積書（任意様式） 

   ・見積書は、本業務の使用書及び提案書に記載した内容を踏まえ、必要な経費

を算出し記載する。また、業務に係る積算内訳も明示すること。見積書は、

封緘して提出する。 

   ・見積書には、提案見積価格の１１０分の１００に該当する額（１円未満の端

数があるときは、その端数は切り捨てる。）とする。 

   ・見積書に記入する数字は、アラビア数字を用いる。 

    【例】￥１２３，０００－ 

   ・見積書の記載事項を訂正するときは、誤字に２線を引き、上部に正書し、欄

外にその旨を明記し、押印する。ただし、金額の訂正は認めない。 

 

９ 契約の締結 

  契約期間が令和８年度から１２年度まで５か年の業務契約を、令和８年度に契約

候補者と締結するものとする。 

 

10 担当 

  〒390-8620 長野県松本市丸の内３番７号（松本市役所東庁舎４階） 

  松本市交通部交通ネットワーク課 

  担当 三井 

  電話 0263-34-3286（直通） 

  E-mail koutsu-nw@city.matsumoto.lg.jp   
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